
は

じ

め

に

　

明
朝
第
三
代
の
皇
帝
永
楽
帝
は
、
靖
難
の
役
に
よ
っ
て
帝
位
を
簒
奪
す
る
以

前
、
か
つ
て
の
元
の
大
都
（
現
在
の
北
京
）
に
燕
王
と
し
て
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
燕
王
府
が
置
か
れ
た
位
置
に
つ
い
て
は
、
太
液
池
（
現
在
の
北
海
・
中
南

海
）
の
西
側
か
、
東
側
か
で
論
争
が
続
い
て
い 
る 
。
筆
者
は
、
北
京
遷
都
研
究

（
１
）

を
進
め
る
必
要
か
ら
、『
東
洋
史
研
究
』
六
〇
巻
一
号
に
「
明
初
の
燕
王
府
を
め

ぐ
る
諸
問
題
」（
二
〇
〇
一
年
六
月
、
以
下
で
は
「
前
稿
」
と
略
記
）
と
題
す
る

論
考
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
、
明
初
に
編
纂
さ
れ
た
史
料
、
な
か
で
も
『
太

祖
実
録
』
と
高
麗
使
節
の
燕
王
府
関
係
記
事
と
い
う
二
つ
の
方
向
か
ら
の
検
討

に
よ
っ
て
、
燕
王
府
が
元
朝
の
大
都
の
蕭
牆
（
明
清
の
皇
城
に
相
当
）
内
に
置

か
れ
、
そ
の
宮
城
は
太
液
池
東
側
の
元
の
大
内
宮
城
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
（
図　

燕
王
府
と
秦
王
府 

参
照
）。
こ
の
結
論
は
、
宮
城
の
位

置
と
い
う
点
で
は
、
王 
璞 
子
や
王
剣
英
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
大
内
宮
城
所

は
く

在
説
の
驥
尾
に
付
し
た
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
従
来
の
論
争
で
は
、
燕

王
府
の
宮
城
の
位
置
の
み
が
問
題
と
さ
れ
、
王
府
宮
城
と
周
垣
の
二
重
構
造
か

ら
な
る
燕
王
府
の
構 
造 
自
体
は
意
外
に
看
過
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
の
二
重
構
造

（
２
）

の
理
解
に
立
て
ば
、
西
苑
部
分
も
燕
王
府
の
周
垣
内
に
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
、

通
説
の
西
苑
説
も
一
概
に
は
誤
り
と
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

小
論
で
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
前
稿
で
論
及
で
き
な
か
っ
た
明
末
清
初
期
に

編
纂
さ
れ
た
諸
史
料
を
再
検
討
し
て
燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説
の
系
譜
と
そ
の
定

着
し
た
背
景
を
考
察
し
、
前
稿
で
提
起
し
た
王
府
宮
城
と
周
垣
の
二
重
構
造
か

ら
な
る
燕
王
府
理
解
を
補
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説
の
系
譜

　

明
初
に
編
纂
さ
れ
た
史
料
で
燕
王
府
の
所
在
地
を
明
記
し
て
い
る
の
は
、『
明

太
祖
実
録
』
巻
四
七
、
洪
武
二
年
十
二
月
丁
卯
の
条
で
あ
る
。
前
稿
で
も
引
用

し
た
が
、
再
度
掲
げ
よ
う
。

湖
廣
行
省
參
政
趙
耀
を
改
め
て
北
平
行
省
參
政
と
爲
す
。
耀
は
初
め
湖
廣

を
授
か
る
、
既
に
辭
し
て
、
復
た
こ
こ
に
留
ま
る
。
こ
こ
に
至
り
、
上
は

耀
嘗
て
徐
達
に
從
い
元
都
を
取
り
、
そ
の
風
土
民
情
・
邊
事
の
緩
急
を
習

知
せ
る
を
以
て
、改
め
て
北
平
を
授
け
、且
つ
王
府
の
宮
室
を
守
護
せ
し
む
。

既
に
し
て
召
し
入
れ
、
こ
れ
に
諭
し
て
曰
く
、「
聞
く
な
ら
く
、 
北  
口 
子
の

モ
ン 
ゴ
ル
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明
末
清
初
期
の
諸
史
料
に
み
え
る
燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説
の
再
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
明
初
の
燕
王
府
を
め
ぐ
る
諸
問
題
補
論

―

新　

宮　
　
　

学

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

燕
王
府　
　

西
苑　
　

大
内
宮
城　
　

北
京
遷
都



人
の
來
り
て
歸
附
す
る
者
多
し
、
と
。
汝
宜
し
く
速
か
に
往
く
べ
し
、
そ

の
驍
勇
に
し
て
用
う
る
べ
き
者
を
選
び
兵
と
爲
し
、
月
ご
と
に
米
を
給
し

こ
れ
に 
贍 
え
、
餘
は
悉
く
こ
れ
を
臨
清
・
東
昌
の
地
に
處
し
、
そ
れ
を
し

あ
た

て
失
所
せ
し
む
る
毋
か
れ
。
耀
は
因
り
て
工
部
尚
書
張
允
の
取
り
し
と
こ

ろ
の
北
平
宮
室
圖
を
奏
進
す
。
上
は
こ
れ
を
覧
じ
、
元
の
舊
皇
城
基
に
依

り
て
、
王
府
を
改
造
せ
し
む
。
耀
は
命
を
受
け
て
即
日
辭
し
て
行
く
。

（
改
湖
廣
行
省
參
政
趙
耀
爲
北
平
行
省
參
政
。
耀
初
授
湖
廣
、
既
辭
、
復
留

之
。
至
是
、
上
以
耀
嘗
從
徐
達
取
元
都
、
習
知
其
風
土
民
情
・
邊
事
緩
急
、

改
授
北
平
、
且
俾
守
護
王
府
宮
室
。
既
而
召
入
、
諭
之
曰
、「
聞
北
口
子
人

多
來
歸
附
者
、
汝
宜
速
往
、
選
其
驍
勇
可
用
者
爲
兵
、
月
給
米
贍
之
、
餘

悉
處
之
臨
清
東
昌
之
地
、
毋
令
其
失
所
。
耀
因
奏
進
工
部
尚
書
張
允
所
取

北
平
宮
室
圖
。
上
覧
之
、
令
依
元
舊
皇
城
基
、
改
造
王
府
。
耀
受
命
即
日

辭
行
。）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
元
の
旧
皇
城
基
」
を
王
府
に
改
造
す
る
と
い
う
指
示
を
洪
武

帝
自
身
が
出
し
て
い
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
元
の
「
皇
城
」
が
、
後
世
と
は

異
な
り
大
内
の
宮
殿
を
囲
む
宮
城
を
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
稿
で
検

討
を
加
え
た
の
で
、
繰
り
返
さ
な
い
。

　

こ
の
実
録
の
記
事
以
外
に
、
明
初
の
史
料
で
燕
王
府
の
所
在
地
ま
で
言
及
し

て
い
る
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
見
あ
た
ら
な
い
。し
か
し
、明
代
後
半
期
に
な
る
と
、

こ
れ
に
触
れ
た
も
の
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
最
も
早
い
例
は
、

嘉
靖
三
十
六
年
（
一
五
五
七
）
の
自
序
を
有
す
る
高
岱
『
鴻
猷
録
』
巻
七
、
封

國
燕
京
の
記
事
で
あ 
る 
。

（
３
）

成
祖
文
皇
帝
は
、
太
祖
の
第
四
子
な
り
。
洪
武
三
年
庚
戌
四
月
、
太
祖　

詔
し
て
諸
皇
子
を
封
ず
。
成
祖
は
燕
王
に
封
じ
ら
れ
、
燕
京
に
國
す
、
即

今
の
京
師
に
し
て
、 

舊 
北
平
布
政
使
司
た
り
。
城
池
・
宮
殿
は
元
の
舊
に

も
と

仍
り
、
惟
だ
瓦
の
色
を
易
え
る
の
み
。
十
一
年
十
一
月
、
諸
王
の
宮
城
制

式
を
定
む
。
太
祖
曰
く
、「
燕
王
宮
殿
は
元
の
舊
に
仍
る
を
除
き
、
諸
王
府

の
營
造
、
引
き
て
以
て
式
と
爲
す
を
得
ざ
れ
。」
と
。

（
成
祖
文
皇
帝
、太
祖
第
四
子
。
洪
武
三
年
庚
戌
四
月
、太
祖
詔
封
諸
皇
子
、

成
祖
封
燕
王
、
國
燕
京
、
即
今
京
師
、
舊
爲
北
平
布
政
使
司
、
城
池
・
宮

殿
仍
元
舊
、
惟
易
瓦
色
。
十
一
年
十
一
月
、
定
諸
王
宮
城
制
式
。
太
祖
曰
、

除
燕
王
宮
殿
仍
元
舊
、
諸
王
府
營
造
、
不
得
引
以
爲
式
。）

か
つ
て
の
北
平
に
置
か
れ
た
燕
王
府
の
城
池
や
宮
殿
は
「
元
の
旧
」
に
よ
り
、

瓦
の
色
の
み
を
変
え
た
と
し
て
い 
る 
。
こ
の
記
事
は
、
お
そ
ら
く
、
洪
武
六
年

（
４
）

五
月
の
太
祖
の
序
を
有
す
る
『
祖
訓 
録 
』、
或
い
は
、
よ
り
広
く
流
布
し
た
『
皇

（
５
）

明
祖
訓
』
の
記
述
に
依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
燕
王
府
の
所
在
地
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
と
同
様
に
明
確
な
記
述
を
欠
い
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
天
啓
二
年
（
一
六
二
二
）
跋
刊
の
朱
国 
禎 
『
湧
幢
小
品
』
巻
四
、

（
６
）

宮
城
に
は
、
燕
王
府
が
「
西
苑
」
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
明
確
な
指
摘
が
登

場
す
る
。

文
皇
は
初
め
燕
に
封
ぜ
ら
る
、
元
の
故
宮
を
以
て
府
と
爲
す
、
即
今
の
西

苑
な
り
。
靖
難
の
の
ち
、
そ
の
地
に
就
い
て
ま
た
奉
天
諸
殿
を
建
て
る
。

十
五
年
改
め
て
大
内
を
東
に
建
て
、
舊
宮
を
去
る
こ
と
一
里
ば
か
り
、
悉

く
南
京
の
製
の
如
く
し
て
弘
敞
こ
れ
を
過
ぐ
。
即
今
の
三
殿
の
正
朝
大
内

な
り
。

（
文
皇
初
封
於
燕
、
以
元
故
宮
爲
府
、
即
今
之
西
苑
也
。
靖
難
後
、
就
其
地

亦
建
奉
天
諸
殿
。
十
五
年
改
建
大
内
於
東
、
去
舊
宮
可
一
里
、
悉
如
南
京

之
製
而
弘
敞
過
之
。
即
今
之
三
殿
正
朝
大
内
也
。）
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図　

燕
王
府
と
秦
王
府

燕
王
府
が
置
か
れ
た
北
平
城
の
下
図
に
は
、
侯
仁
之
主
編
『
北
京
歴
史
地
図
集
』
の
「
元
大

都
」
を
、
秦
王
府
が
置
か
れ
た
西
安
城
の
下
図
に
は
、
史
念
海
主
編
『
西
安
歴
史
地
図
集
』

「
明
代
西
安
府
城
図
」
を
用
い
た
。
規
模
と
構
造
を
比
較
す
る
た
め
同
一
縮
尺
と
し
た
。



こ
れ
に
よ
れ
ば
、
燕
王
府
は
、
元
の
故
宮
内
の
西
苑
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
、
靖

難
の
役
後
に
そ
の
地
に
奉
天
殿
な
ど
を
建
て
た
こ
と
、
永
楽
十
五
年
に
そ
の
旧

宮
か
ら
東
に
一
里
の
と
こ
ろ
に
改
建
し
た
の
が
、
い
ま
の
大
内
（
紫
禁
城
）
の

三
殿
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
紫
禁
城
建
設
以
前
に
西
苑
に
建
て
ら
れ

た
行
在
所
の
奉
天
殿
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
西
宮
（
後
述
）
と
は
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。

　

同
じ
く
朱
国
禎
は
、
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）
刊
の
『
皇
明
史
概
』
皇
明
大

政
記
、
巻
九
、
存
疑
の
中
で
、

文
皇
の
邸
を
建
て
る
は
元
の
故
宮
に
因
る
、
即
今
の
西
苑
な
り
、
朝
門
を

前
に
開
く
。
元
人
は
佛
を
重
ん
じ
、
朝
門
外
に
大
慈
恩
寺
有
り
、
即
今
の

射
所
、
東
は
灰
廠
と
爲
す
、
中
に
夾
道
有
り
、
故
に
皇
牆
西
南
の
一
角
獨

り
缺
く
。（
中
略
）
永
樂
十
五
年
、
海
子
の
東
に
改
建
す
る
は
、
今
の
正
朝

た
り
。

（
文
皇
建
邸
、
因
元
故
宮
、
即
今
之
西
苑
、
開
朝
門
于
前
。
元
人
重
佛
、
朝

門
外
有
大
慈
恩
寺
。
即
今
之
射
所
、
東
爲
灰
廠
、
中
有
夾
道
、
故
皇
牆
西

南
一
角
獨
缺
。
文
皇
即
故
宮
建
奉
天
三
殿
受
朝
。
海
子
水
環
于
東
南
、
汪

洋
極
目
、
雜
以
古
木
樓
殿
、 

映
其
間
、
宛
似
圖
畫
。
永
樂
十
五
年
改
建

于
海
子
之
東
、
爲
今
正
朝
。）

と
述
べ
、
先
の
『
湧
幢
小
品
』
巻
四
で
述
べ
た
内
容
と
同
様
な
理
解
を
提
示
し

て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
西
苑
に
置
か
れ
た
燕
王
府
の
南
に
は
朝
門
（
霊
星
門
）

が
開
け
ら
れ
、
朝
門
外
に
は
金
代
以
来
の
慶
寿 
寺 
（
の
ち
の
大
慈
恩
寺
）
が
建

（
７
）

て
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
新
た
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

明
・
清
両
朝
に
仕
え
北
京
の
掌
故
に
詳
し
か
っ
た
孫
承 
澤 
も
、
清
初
順
治

（
８
）

（
一
六
四
四－

六
一
）
刊
の
『
春
明
夢
餘
録
』
巻
六
、
宮
闕
で
、
以
下
の
よ
う
に

記
し
て
朱
国
禎
の
記
述
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
、
西
苑
説
に
立
っ
て
い
る
。

明
太
宗
永
樂
十
四
年
、
車
駕　

北
京
を
巡
幸
す
、
因
り
て
宮
城
を
營
建
す

る
を
議
す
。
初
め
、
燕
邸
は
元
の
故
宮
に
因
る
、
即
今
の
西
苑
な
り
、
朝

門
を
前
に
開
く
。
元
人
は
佛
を
重
ん
じ
、
朝
門
外
に
大
慈
恩
寺
有
り
、
即

今
の
射
所
、
東
は
灰
廠
と
爲
す
、
中
は
夾
道
あ
り
、
故
に
皇
牆
西
南
の
一

角
獨
り
缺
く
。
太
宗
登
極
の
後
、
故
宮
に
即
い
て
奉
天
殿
を
建
て
、
以
て

巡
幸
受
朝
に
備
な
う
。
十
五
年
に
至
り
皇
城
を
東
に
改
建
し
、
舊
宮
を
去

る
こ
と
一
里
ほ
ど
ば
か
り
。
悉
く
金
陵
の
制
の
如
く
、
し
か
し
て
弘
敞
こ

れ
に
過
ぐ
。

（
明
太
宗
永
樂
十
四
年
、
車
駕
巡
幸
北
京
、
因
議
營
建
宮
城
。
初
、
燕
邸
因

元
故
宮
、
即
今
之
西
苑
、
開
朝
門
於
前
。
元
人
重
佛
、
朝
門
外
有
大
慈
恩

寺
、
即
今
之
射
所
、
東
爲
灰
廠
、
中
有
夾
道
、
故
皇
牆
西
南
一
角
獨
缺
。

太
宗
登
極
後
、
即
故
宮
建
奉
天
殿
、
以
備
巡
幸
受
朝
。
至
十
五
年
改
建
皇

城
於
東
、
去
舊
宮
可
一
里
許
。
悉
如
金
陵
之
制
、
而
弘
敞
過
之
。）

と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
孫
承
澤
は
同
書
同
巻
の
「
附
載
宮
殿
額
名
考
」
の
末
尾
で

は
、
次
の
よ
う
に
附
記
し
て
い 
る 
。

（
９
）

明
洪
武
元
年
八
月
、
大
將
軍
徐
達
は
指
揮
張
煥
を
遣
わ
し
元
の
皇
城
を
計

度
せ
し
む
、
周
圍
一
千
二
十
丈
あ
り
、
宮
城
を
拆
燬
す
。
二
十
二
年
に
至

り
、
太
宗
を
封
じ
て
燕
王
と
爲
す
、
工
部
に
命
じ
て
元
の
皇
城
舊
基
に
府

を
建
て
し
む
。
そ
の
制
、
山
川 
二 
壇
は
王
城
南
の
右
に
在
り
。
王
城
四
門
、

マ
マ

（
中
略
）
凡
そ
宮
殿
室
屋
を
爲
る
こ
と
八
百
一
十
一
間
あ
り
。

（
明
洪
武
元
年
八
月
、
大
將
軍
徐
達
遣
指
揮
張
煥
計
度
元
皇
城
、
周
圍
一
千

二
十
丈
、
將
宮
殿
拆
燬
。
至
二
十
二
年
、
封
太
宗
爲
燕
王
、
命
工
部
於
元

皇
城
舊
基
建
府
。
其
制
、
山
川
二
壇
在
王
城
南
之
右
。
王
城
四
門
、
東
曰
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體
仁
、
西
曰
遵
義
、
南
曰
端
禮
、
北
曰
廣
智
。
門
樓
・
廊
廡
二
百
七
十
二

間
。
中
曰
承
運
殿
、
十
一
間
、
後
爲
圓
殿
、
次
曰
存
心
殿
、
各
九
間
。
承

運
殿
之
兩
廡
爲
左
右
二
殿
。
自
八
間
殿
之
後
、
前
・
中
・
後
三
宮
、
各
九

間
、
宮
門
兩
廂
等
室
九
十
九
間
。
王
城
之
外
、
周
垣
四
門
、
其
南
曰
靈
星
、

餘
三
門
同
王
城
門
名
。
周
垣
之
内
、
堂
庫
等
室
一
百
三
十
八
間
。
凡
爲
宮

殿
室
屋
八
百
一
十
一
間
。）

こ
の
記
事
は
、
傍
線
部
分
に
示
し
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
『
太
祖
実
録
』
巻
三

四
、
洪
武
元
年
八
月
癸
巳
の 

、
お
よ
び
巻
一
二
七
、
洪
武
十
二
年
十
一
月
甲

寅
の 

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
孫
承
澤
が
実
録
乃
至
は
そ
の
抄

録
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
明
末
に
な

る
と
、
か
つ
て
は
宮
中
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
実
録
が
あ
る
程
度
閲
覧
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
抄
本
も
流
布
し
始
め
て
い
た
か
ら
で
あ 

。
附
言
す
れ
ば
、

後
者
の
巻
一
二
七
か
ら
の
引
用
部
分
に
は
、
註
（　

）
に
〔　

〕
で
示
し
た
二

11

十
一
字
の
欠
落
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
傍
線
を
付
し
て
い
な
い
部
分
は
、
孫
承
澤
が
新
た
に
書

き
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
洪
武
初
年
に
元
の
宮
殿
の
取
り
壊
し
が
行
わ
れ
た
と
す
る
点
は
、
重
大

な
事
実
誤
認
が
あ 

。
ま
た
二
十
二
年
に
朱
棣
を
燕
王
に
封
じ
王
府
を
建
造
し

た
と
す
る
点
は
、
繋
年
に
誤
り
が
あ
る
。
前
稿
で
考
察
を
加
え
た
よ
う
に
燕
王

府
の
建
設
は
、
洪
武
五
年
末
か
ら
始
ま
り
、
洪
武
十
二
年
十
一
月
に
は
完
成
し
、

翌
年
の
北
平
へ
の
就
藩
が
実
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ 

。

　

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、「
元
の
皇
城
舊
基
」
に
燕
王
府
を
建
て
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
こ
に
い
う
皇
城
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
引
用
史
料
前
段
の
大

将
軍
徐
達
が
計
測
さ
せ
た
「
元
の
皇
城
」
を
指
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

（　

）
10条

（　

）
11条

（　

）
12る

（　

）
13る

（　

）
14る

皇
城
は
前
稿
で
考
察
を
加
え
た
よ
う
に
、
周
囲
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
大

内
宮
城
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
書
巻
六
で
西
苑
に
あ
る
と
説
明
に
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
燕
王
府
＝
大
内
宮
城
説
に
立
つ
こ
と
に
な

 

。
孫
承
澤
自
身
が
こ
う
し
た
矛
盾
に
気
づ
く
こ
と
な
く
不
用
意
に
こ
の
部
分

を
書
き
足
し
て
い
る
の
は
、
極
め
て
問
題
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

と
は
い
え
、 

老  
北  
京  
人 
の
孫
承
澤
が
と
な
え
た
西
苑
説
の
影
響
力
は
大
き
く
、

ラ
オ 
ペ
イ 
ジ
ン 
レ
ン

後
述
す
る
欽
定
『
日
下
旧
聞
考
』
の
素
本
を
作
っ
た
朱
彝
尊
も
、
康
煕
二
十
七

年
（
一
六
八
八
）
序
刊
『
日
下
旧
聞
』
巻
六
、
宮
室
四
、
明
一
の
中
で
、『
春
明

夢
餘
録
』
の
西
苑
説
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い 

。

　

さ
ら
に
乾
隆
五
十
年
代
（
一
七
八
五
〜
九
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
近
代
以
前

に
お
け
る
北
京
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
『
日
下
旧
聞
考
』
巻
三
三
、
宮

室
、
明
一
の
冒
頭
に
附
さ
れ
た
按
語
に
は
、

臣
ら
謹
し
ん
で
按
ず
る
に
、
明
初
の
燕
邸
は
西
宮
の
舊
に
仍
る
、
即
ち
元

の
隆
福
・
興
聖
諸
宮
址
に
當
た
り
、
太
液
池
の
西
に
在
り
。
そ
の
後
改
め

て
都
城
を
建
つ
れ
ば
、
則
ち
燕
邸
舊
宮
お
よ
び
太
液
池
東
の
元
の
舊
内
、

並
に
西
苑
の
地
と
爲
す
、
而
し
て
宮
城
は
則
ち
徙
り
て
又
東
す
。

（
臣
等
謹
按
、
明
初
燕
邸
仍
西
宮
之
舊
、
當
即
元
之
隆
福
・
興
聖
諸
宮
遺
址
、

在
太
液
池
西
。
其
後
改
建
都
城
、
則
燕
邸
舊
宮
及
太
液
池
東
之
元
舊
内
、

並
爲
西
苑
地
、
而
宮
城
則
徙
而
又
東
。）

と
あ
り
、
燕
王
府
は
西
宮
、
す
な
わ
ち
元
の
隆
福
や
興
聖
宮
に
置
か
れ
た
と
記

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説
は
「
定
説
」
と
な
っ
た
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
清
朝
考
証
学
者
と
し
て
著
名
な
趙
翼
も
ま
た
同
様
に
西
苑

説
を
支
持
し
て
い 

。
さ
ら
に
、
清
末
光
緒
年
間
に
至
り
繆 

孫
ら
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
『
順
天
府
志
』
巻
三
、
京
師
志
、
宮
禁
下
に
収
め
る
「
明
故
宮
考
」

（　

）
15る

（　

）
16る

（　

）
17る
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で
は
、「
明
成
祖
初
封
於
燕
、
其
邸
即
元
故
宮
。」
と
記
し
た
上
で
、「
春
明
夢
餘

録
六
」
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
孫
承
澤
と
同
様
に
西
苑
説
を
採
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二　

永
楽
帝
の
西
宮
と
嘉
靖
年
間
の
西
苑
再
開
発

　

前
節
で
は
、
明
代
後
半
に
至
っ
て
朱
国
禎
に
よ
っ
て
燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説

が
唱
え
ら
れ
て
以
降
、
こ
の
説
が
定
着
し
た
過
程
を
辿
っ
て
き
た
。
た
だ
し
、

朱
国
禎
の
『
湧
幢
小
品
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
万
暦
末
年
の
こ
と
で
あ
り
、

靖
難
の
役
後
に
燕
王
が
即
位
し
て
北
平
を
北
京
に
昇
格
さ
せ
、
燕
王
府
が
皇
城

に
姿
を
変
え
た
時
点
か
ら
数
え
て
も
、
二
百
年
近
く
経
過
し
て
い
る
。
そ
の
所

説
も
、
具
体
的
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
皇
城
の
西
苑
、
と
り
わ
け
太
液
池
の
西
側
部
分
は
、
永
楽
帝
が

北
京
遷
都
を
断
行
す
る
に
先
立
ち
「
視
朝
之
所
」
と
し
て
西
宮
を
建
設
し
た
場

所
で
も
あ
っ
た
。

西
宮
を
作
る
。
初
め
、
上
は
北
京
に
至
り
、
仍
り
て
舊
宮
に
御
す
。
こ
こ

に
及
び
て
將
に
撤
し
て
こ
れ
を
新
た
に
せ
ん
と
す
。
乃
ち
工
部
に
命
じ
て

西
宮
を
作
り
、
視
朝
の
所
と
爲
さ
し
む
。

（
作
西
宮
。
初
上
至
北
京
、
仍
御
舊
宮
、
及
是
將
撤
而
新
之
。
乃
命
工
部
作

西
宮
爲
視
朝
之
所
。『
明
太
宗
実
録
』
巻
一
七
九
、
永
楽
十
四
年
八
月
丁
亥
）

こ
の
西
宮
は
、
北
京
巡
幸
中
の
永
楽
帝
の
視
朝
所
と
し
て
十
四
年
八
月
に
建
設

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
帝
は
、
巡
幸
の
当
初
、
洪
武
年
間
以
来
の
燕
王
府
（
旧

宮
）
を
改
造
し
た
行
在
所
に
滞
在
し
て
い
た
。
遷
都
に
向
け
て
こ
れ
を
い
よ
い

よ
撤
去
し
、
新
た
に
宮
殿
を
建
設
す
る
必
要
か
ら
一
時
的
な
視
朝
所
と
し
て
建

て
ら
れ
た
の
が
、
西
宮
で
あ
っ 

。
西
宮
は
、
そ
の
後
十
五
年
四
月
に
完
成
し

（　

）
18た

た
。

西
宮
成
る
。
其
の
制
、
中
に
奉
天
殿
を
爲
る
、
殿
の
側
に
左
右
二
殿
を
爲

る
。
奉
天
の
南
に
奉
天
門
を
爲
り
、
左
右
に
東
西
角
門
を
爲
る
。
奉
天
門

の
南
に
午
門
を
爲
り
、
午
門
の
南
に
承
天
門
を
爲
る
。
奉
天
殿
の
北
に
後

殿
・
涼
殿
・
暖
殿
、
お
よ
び
仁
壽
・
景
福
・
仁
和
・
萬
春
・
永
壽
・
長
春

等
宮
有
り
、
凡
そ
屋
を
爲
る
こ
と
千
六
百
三
十
餘
楹
な
り
。

（
西
宮
成
。
其
制
中
爲
奉
天
殿
、
殿
之
側
爲
左
右
二
殿
。
奉
天
門
之
南
爲
奉

天
門
、
左
右
爲
東
西
角
門
。
奉
天
之
南
爲
午
門
、
午
門
之
南
爲
承
天
門
。

奉
天
殿
之
北
有
後
殿
・
涼
殿
・
暖
殿
、
及
仁
壽
・
景
福
・
仁
和
・
萬
春
・

永
壽
・
長
春
等
宮
、
凡
爲
屋
千
六
百
三
十
餘
楹
。『
明
太
宗
実
録
』
巻
一
八

七
、
永
楽
十
五
年
四
月
癸
未
）

西
宮
に
は
、
奉
天
殿
と
そ
の
左
右
二
殿
（
お
そ
ら
く
文
華
殿
・
武
英
殿
）
を
中

心
に
、
南
側
に
奉
天
門
と
東
・
西
角
門
の
ほ
か
、
午
門
と
承
天
門
が
配
さ
れ
、

北
側
に
は
後
殿
・
涼
殿
・
暖
殿
の
ほ
か
、
仁
壽
・
景
福
・
仁
和
・
萬
春
・
永
壽
・

長
春
宮
な
ど
が
配
さ
れ
て
い
た
。
西
宮
の
宮
殿
の
名
称
と
配
置
は
、
洪
武
十
年

十
月
に
改
築
さ
れ
た
南
京
の
大
内
宮
城
に
準
じ
た
も
の
で
あ
っ 

。
こ
れ
以
後

永
楽
十
八
年
末
に
太
液
池
の
東
側
に
新
し
い
宮
殿（
紫
禁
城
）が
完
成
す
る
ま
で
、

西
宮
は
第
三
次
北
京
巡
幸
期
間
の
三
年
ほ
ど
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
遷
都
後
、

皇
帝
が
大
内
紫
禁
城
に
居
を
移
す
と
、
爵
位
を
奪
わ
れ
た
漢
王
や
廃
位
さ
れ
た

景
泰
帝
、
さ
ら
に
は
成
化
帝
の
廃
后
呉
氏
の
幽
閉
の
場
と
な
り
、
あ
ま
り
省
み

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ 

。

　

し
か
し
嘉
靖
年
代
に
入
る
と
、
俄
然
こ
の
地
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
永
楽
帝
と
同
様
に
外
藩
か
ら
即
位
し
た
嘉
靖
帝
が
、
大
内

乾
清
宮
で
の
生
活
を
嫌
っ
て
西
苑
に
滞
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
地
の
再
開

（　

）
19た

（　

）
20た
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発
を
集
中
的
に
進
め
た
か
ら
で
あ
る
。
万
暦
三
十
四
年
の
序
を
有
す
る
沈
徳
符

の
『
万
暦
野
獲 

』
巻
二
、
列
朝
、「
齋
宮
」
に
は
、
そ
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う

に
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。

西
苑
の
宮
殿
は
十
年
辛
卯
よ
り
漸
く
興
こ
り
、
以
て
壬
戌
に
至
る
ま
で
凡

そ
三
十
餘
年
、
そ
の
間
創
造 
輟 
ま
ず
、
名
號
す
で
に
書
く
に 
勝 
え
ず
。

や 

た

（
西
苑
宮
殿
自
十
年
辛
卯
漸
興
、以
至
壬
戌
凡
三
十
餘
年
、其
間
創
造
不
輟
、

名
號
已
不
勝
書
。）

西
苑
の
地
は
、
嘉
靖
十
年
（
一
五
三
一
）
以
来
、
四
十
一
年
ま
で
に
三
十
年
あ

ま
り
の
あ
い
だ
増
改
築
工
事
が
絶
え
る
こ
と
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
名
称
を

一
々
列
記
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
部
分
の
あ
と
に
は
、
四
十
一
年

の
万
寿
宮
再
建
後
に
建
設
さ
れ
た
宮
殿
の
一
部
を
掲
げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
沈
徳
符
は
こ
れ
に
続
け
て
、
嘉
靖
帝
が
こ
の
地
に
注
目
し
た
理
由

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

蓋
し
、
こ
の
地
は
文
皇
帝
の
潛
邸
舊
宮
た
り
。
因
り
て
入
り
大
位
を
紹
ぐ
。

且
つ
永
樂
よ
り
以
來
、
升
遐
を
論
ず
る
な
く
、 

即 
い
嬪
御
も 
一 
り
と
し
て

た
と 

ひ
と

こ
こ
に
告
殞
す
る
者
無
し
、
故
に
上　
 
意 
え
ら
く
吉
地
と
爲
し
て
こ
こ
に

お
も

安
ん
ず
。
禁 

の
初
起
す
る
や
、
命
名
し
て
仁
壽
殿
と
爲
す
。

（
蓋 

地
爲
文
皇
帝
潛
邸
舊
宮
、
因
而
入
紹
大
位
。
且
自
永
樂
以
來
、
無
論

升
遐
、即
嬪
御
無
一
告
殞
於
此
者
、故
上
意
爲
吉
地
而
安
之
。
禁 

初
起
、命

名
爲
仁
壽
殿
。）

こ
の
地
は
、
永
楽
帝
の
「
潛
邸
旧
宮
」
す
な
わ
ち
即
位
以
前
の
燕
王
時
代
の
宮

殿
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
南
京
の
宮
中
に
入
り
帝
位
を
嗣
い
だ
こ
と
、
永
楽
年
間

以
来
、
皇
帝
は
も
ち
ろ
ん
側
室
で
さ
え
一
人
と
し
て
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
者
が

い
な
い
こ
と
か
ら
、
帝
は
縁
起
の
よ
い
場
所
と
し
て
見
な
し
て
こ
こ
に
安
住
す

（　

）
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る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
し
て
い
る
。
禁
苑
は
最
初
、
仁
寿
殿
（ 

）
と
命
名

さ
れ
た
。

　

嘉
靖
二
十
一
年
十
月
、
大
内
の
乾
清
宮
で
宮
女
楊
金
英
ら
が
就
寝
中
の
皇
帝

の
殺
害
を
謀
る
と
い
う
未
曾
有
の
事
件
、い
わ
ゆ
る「
宮 

の
変
」が
起
き 

。
帝

は
一
命
を
取
り
留
め
た
も
の
の
、
こ
れ
以
来
二
十
年
ほ
ど
大
内
を
嫌
っ
て
西
苑

の
地
に
移
り
住
み
、
乾
清
宮
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、「
吉

地
」
と
見
な
し
た
嘉
靖
帝
自
身
が
こ
こ
で
危
篤
状
態
と
な
り
、
瀕
死
の
帝
は
急

ぎ
乾
清
宮
に
戻
さ
れ
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
最
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ 

。

あ
と
嗣
い
だ
隆
慶
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
西
苑
の
諸
宮
殿
の
取
り
壊
し
が
議
論

さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
は
扁
額
を
撤
去
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ 

。

　

さ
て
、『
万
暦
野
獲
編
』
の
著
者
沈
徳
符
も
、
前
節
で
み
た
明
末
清
初
の
諸
史

料
に
先
立
っ
て
、
西
苑
の
地
は
燕
王
府
の
宮
殿
で
あ
っ
た
と
し
て
い
た
。
実
は
、

沈
徳
符
以
前
に
も
西
苑
を
永
楽
帝
の
「
潛
邸
」
と
す
る
史
料
が
存
在
し
て
い
る
。

李
黙
の
『
群
玉
楼
稿
』
巻
三
に
収
め
る
「
西
内
前
記
」
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、

再
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
嘉
靖
十
年
代
の
西
苑
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重

な
も
の
で
あ
る
。

　

当
時
吏
部
郎
中
の
地
位
に
あ
っ
た
李
黙
は
、
太
史
程
敷
（
子
舜
）
に
西
内

（
西
苑
）の
景
勝
は
宮
中
以
外
で
は
見
ら
れ
な
い
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
言
わ
れ
、

一
度
こ
っ
そ
り
見
物
に
出
か
け
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
嘉
靖
十 

六
月
十
六
日

の
非
番
の
日
に
、
礼
部
儀
制
郎
中
陸
銓
ら
と
一
行
五
人
で
出
か
け
、
馬
を
下
り

て
西
安
門
か
ら
入
り
太
液
池
西
側
の
南
部
を
中
心
に
巡
っ
て
い
る
。

　

順
路
の
概
略
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
ま
ず
西
苑
内
門
に
至
る
と
、

天
子
が
ち
ょ
う
ど
お
出
ま
し
に
な
る
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、
急
ぎ
避
け
て

仁
寿
宮
の
北
門
か
ら
入
っ
た
。
北
側
の
空
き
地
に
は
新
た
に
築
か
れ
た
ば
か
り

（　
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親
蚕
壇 

が
あ
っ
た
。
仁
寿
宮
の
正
殿
に
達
す
る
と
、
大
工
や
左
官
な
ど
の
工

匠
が
集
ま
り
、
忙
し
く
工
事
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
。
殿
の
東
西
に
は
、
永
寿

や
万
春
の
諸
宮
が
配
さ
れ
、
正
面
南
の
仁
寿
宮
門
外
の
西
南
数
歩
の
と
こ
ろ
に
、

神
祇
壇
が
築
か
れ
て
い
た
。
東
北
の
無
逸
殿
と
そ
の
南
の 

風
亭
を
見
な
が
ら

南
行
し
、
省
耕
亭
を
過
ぎ
て
昭
光
殿
（
の
ち
の
大
光
明
殿
）
や
兎
児
山
を
遠
望

し
た
。
さ
ら
に
、
太
液
地
の
東
側
の
西
苑
門
を
眺
め
な
が
ら
北
行
し
て
東
に
釣

魚
台
を
望
み
、
内
教
場
を
出
て
石
橋
（
玉
河
橋
）
に
立
っ
た
の
ち
、
西
に
行
き

惜
薪
司
を
へ
て
再
び
西
安
門
か
ら
出
て
き
た
。

　

興
味
深
い
の
は
、
そ
の
途
中
で
工
部
郎
中
の
甘
為
霖
を
仁
寿
宮
の
直
廬
（
宿

直
室
）
に
訪
ね
る
と
、
出
迎
え
た
甘
為
霖
が
、
ま
た
仁
寿
宮
の
も
と
の
道
を
出

た
と
こ
ろ
で
指
さ
し
な
が
ら
「
こ
こ
が
文
皇
帝
の
潛
邸
で
す
よ
」
と
述
べ
た
点

で
あ 

。
そ
の
珍
羞
宮
を
啓
く
と
、
そ
こ
に
は
嘉
靖
帝
の
御
書
や
亭
殿
の
題
額

が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
し
ば
ら
く
の
間
、
こ
れ
ら
を
つ
つ
し
ん
で
拝
観
し
た
と

あ
る
。

　

甘
為
霖
は
、
嘉
靖
二
年
の
進
士
で
あ
り
、
工
部
郎
中
と
し
て
南
郊
の
天
壇
な

ど
の
工
事
を
監
督
し
、
十
年
七
月
太
僕
寺
少
卿
に
昇
進
し 

。
李
黙
が
訪
れ
た

当
時
、
甘
為
霖
は
工
部
の
官
僚
と
し
て
仁
寿
宮
の
改
修
を
任
さ
れ
て
い
た
。
直

接
工
事
に
関
わ
っ
て
い
た
甘
為
霖
か
ら
、
李
黙
は
西
苑
仁
寿
宮
の
あ
た
り
が
か

つ
て
の
永
楽
帝
の
潛
邸
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
仁
寿
宮
の
「
珍
羞
宮
」
に
は
、
そ
の
当
時
嘉
靖
帝
の
御
書
や
亭
殿
の

題
額
が
収
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
永
楽
帝
の
潛
邸
を
裏
付
け
る
遺
品
が
残
さ

れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
李
黙
が
「
西
内
前
記
」

を
ま
と
め
た
の
は
、
西
苑
に
潜
入
し
た
直
後
の
嘉
靖
十
年
こ
ろ
と
時
期
的
に
早

い
こ
と
か
ら
、
燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説
の
濫
觴
と
考
え
ら
れ
る
。

（　

）
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こ
の
仁
寿
宮
の
あ
た
り
が
初
め
て
整
備
さ
れ
た
の
は
、
元
の
世
祖
ク
ビ
ラ
イ

の
長
子
で
燕
王
�

�

の
地
位
か
ら
至
元
十
年
（
一
二
七
三
）
皇
太
子
に
封
じ
ら
れ
た

 
真  
金 
の
た
め
の
隆
福
宮
が
建
設
さ
れ
た
時
点
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き 

。
王
璞

チ
ン 
キ
ム

子
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
が
明
の
燕
王
府
と

混
同
さ
れ
た
理
由
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
よ
う
も
な 

。

三　

嘉
靖
帝
の
西
苑
万
寿
宮
移
居

　

前
節
で
は
、
沈
徳
符
や
李
黙
が
残
し
た
記
述
を
も
と
に
、
西
苑
の
仁
寿
宮
が

永
楽
帝
の「
潛
邸
旧
宮
」と
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
と
こ
ろ
が
、西

苑
地
区
の
再
開
発
が
集
中
し
て
行
わ
れ
た
嘉
靖
年
代
の
基
本
資
料
で
あ
る
『
世

宗
実
録
』
に
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
と
異
な
っ

た
記
述
が
数
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
二
九
、

嘉
靖
十
年
八
月
丁
未
の
条
に
は
、

上　

無
逸
殿
の
東
室
に
御
し
て
曰
く
、「
西
苑
の
宮
室
は
こ
れ
朕
の
文
祖
の

御
た
り
。
近
ご
ろ
修
葺
し
て
告
成
す
。
殿
中
に
お
い
て
皇
祖
の
位
を
設
け

こ
れ
を
祭
告
せ
ん
と
欲
す
」
と
。（
尚
書
李
）
時
曰
く
、「
仁
壽
殿
久
し
く

已
に
廢 

す
。
皇
上
に
は
一
旦
整
飾
し
、
皇
祖
を
追
慕
せ
ら
れ
、
祭
告
の

禮
を
行
い
、
益
ま
す
聖
孝
を
見
わ
す
」
と
。

（
上
、
御
無
逸
殿
之
東
室
曰
、
西
苑
宮
室
是
朕
文
祖
之
御
。
近
修
葺
告
成
、

欲
於
殿
中
設
皇
祖
之
位
祭
告
之
。（
尚
書
李
）
時
曰
、
仁
壽
殿
久
已
廢 

。

皇
上
一
旦
整
飾
、
追
慕
皇
祖
、
行
祭
告
之
禮
、
益
見
聖
孝
。）

と
あ
る
。
改
修
が
終
わ
っ
た
ば
か
り
の
西
苑
内
の
無
逸
殿
の
東
室
に
御
し
た
嘉

靖
帝
が
、
礼
部
尚
書
李
時
ら
に
対
し
て
、
西
苑
の
宮
室
は
も
と
も
と
永
楽
帝
が

臨 

し
た
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仁
寿
殿
（
宮
）
内
に
皇
祖
の
神
位

（　

）
30る

（　

）
31い

（　

）
32御

― 70 ―



を
設
け
て
祭
告
し
た
い
と
述
べ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
嘉
靖
帝
の
永
楽
帝
に

対
す
る
尊
崇
ぶ 

を
窺
え
る
点
で
も
興
味
ぶ
か
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
嘉
靖
帝
が
、
西
苑
を
燕
王
時
代
の
王
府
と
し
て
で
は
な
く
、
永
楽
帝

が
北
京
に
巡
幸
し
た
際
の
行
在
所
、
す
な
わ
ち
前
述
し
た
「
西
宮
」
と
し
て
理

解
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

　

ま
た
同
じ
く
巻
五
〇
三
、
嘉
靖
四
十
年
十
一
月
辛
亥
の
条
に
も
、

萬
壽
宮
災
す
。
上
は
暫
く
玉
煕
宮
に
御
す
。
萬
壽
宮
は
西
苑
に
あ
り
、
も

と
成
祖
文
皇
帝
の
舊
宮
な
り
。
壬
寅
宮 

の
變
よ
り
、
上
即
ち
に
こ
こ
に

移
り
御
し
、
復
た
大
内
に
居
せ
ず
。
こ
の
夜
火
作
り
、
禁
衞
皆
救
う
に
及

ば
ず
、
乘
輿
服
御
お
よ
び
先
世
寶
物
こ
と
ご
と
く
燬
つ
。
上
は
乃
ち
禮
部

に
諭
し
て
曰
く
、「
朕　

皇
祖
の
初
宮
に
御
す
る
こ
と
二
十
餘
祀
、
大
變
に

恩
を
蒙
む
り
、
久
し
く
玄
事
に
安
ん
ず
。
こ
こ
に
洪
庇
を
荷
な
い
、
益
ま

す
眷
祐
に
感
ず
。（
下
略
）」
と
。

（
萬
壽
宮
災
。
上
暫
御
玉
煕
宮
。
萬
壽
宮
在
西
苑
、本
成
祖
文
皇
帝
舊
宮
也
。

自
壬
寅
宮 

之
變
、
上
即
移
御
於
此
、
不
復
居
大
内
。
是
夜
火
作
、
禁
衞

皆
不
及
救
、
乘
輿
服
御
及
先
世
寶
物
盡
燬
。
上
乃
諭
禮
部
曰
、
朕
御
皇
祖

初
宮
二
十
餘
祀
、
大
變
蒙
恩
、
久
安
玄
事
。
茲
荷
洪
庇
、
益
感
眷
祐
。（
下

略
））

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
四
十
年
十
一
月
に
火
災
を
被
っ
た
西
苑
の
万
寿
宮
（
そ

の
前
身
は
仁
寿
宮
）は
、も
と
も
と
永
楽
帝
の
旧
宮
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

嘉
靖
帝
自
身
も
、
こ
の
地
を
「
皇
祖
の
初
宮
」
と
述
べ
、
永
楽
帝
の
最
初
の
宮

 

で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

　

実
録
以
外
で
も
、
嘉
靖
帝
に
寵
用
さ
れ
二
十
二
年
に
武
英
殿
大
学
士
と
な
り
、

日
夜
西
苑
板
房
に
当
直
し
た
厳
嵩
が
、「
万
寿
宮
頌
有 

」
の
中
で
こ
の
こ
と
に

（　

）
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言
及
し
て
い
る
。
ま
ず
序
で
、

 
維 
う
に
、
こ
の
宮
は
乃
ち
我
が
成
祖
文
皇
帝
の
基
命
肇
興
の
地
た
り
。
舊

お
も名

は
仁
壽
と
曰
い
、皇
上
こ
こ
に
臨
御
せ
ら
る
こ
と
、既
に
數
載
を 
閲 
た
り
。

へ

（
維
是
宮
乃
我
成
祖
文
皇
帝
基
命
肇
興
之
地
。
舊
名
曰
仁
壽
、
皇
上
臨
御
于

茲
、
既
閲
數
載
。
嘉
靖
二
十
四
年
刻
増
修
本
『
�
山
堂
集
』
巻
一
八
、
頌
）

と
述
べ
、
か
つ
て
仁
寿
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
万
寿
宮
は
、
永
楽
帝
が
天
命
を
う

け
て
初
め
て
興
起
し
た
場
所
と
説
明
す
る
。
こ
れ
に
続
く
頌
で
は
、
北
京
に
都

を
建
設
し
王
朝
の
大
い
な
る
基
礎
を
開
い
た
永
楽
帝
の
肇
跡
の
地
が
こ
の
万
寿

宮
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
九
代
を
数
え
て
嘉
靖
帝
が
再
び
こ
こ
を
宮
殿
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
讃
え
て
い
る
。

洪
い
に
惟
み
る
に
、
我
が
成
祖
文
皇
帝
は
、
都
を
燕
冀
に
建
て
、
こ
こ
に

 
丕 
い
な
る
基
を
啓
き
、
綏
來
を
征
服
し
、 

 
 　
 
め
て
天
聲
を
隆
ん
に
し
、
以

お
お 

き
わ

て
天
に
際
し
て
丕
冒
し
、
地
を
亘
し
て
砥
屬
す
る
を
致
す
。
そ
の
肇
跡
の

地
を
稽
み
る
に
、
實
に
こ
れ
こ
の
宮
な
り
。
九
葉
龍
興
し
、
恭
し
く
我
が

皇
上
に
遇
え
り
。

（
洪
惟
我
成
祖
文
皇
帝
建
都
燕
冀
、 

啓
丕
基
、
征
服
綏
來
、 

隆
天
聲
、

以
致
際
天
丕
冒
、
亘
地
砥
屬
。
稽
其
肇
跡
之
地
、
實
惟 

宮
焉
。
九
葉
龍

興
、
恭
遇
我
皇
上
。）

　

ま
た
、
嘉
靖
八
年
己
丑
科
で
第
一
甲
第
二
名
に
擢
じ
ら
れ
翰
林
院
編
修
と

な
っ
た
程
文 

も
、『
程
文
恭
公
遺
稿
』
巻
二
七
「
西
苑
和
韻
」
の
中
で
、「
登

臨
す
る
も
敢
え
て
謂
わ
ん
宸
遊
樂
と
、
開
創
は
猶
ほ
瞻
る
文
祖
の
居
を
（
登
臨

敢
謂
宸
遊
樂
、
開
創
猶
瞻
文
祖
居
。）」
と
詠
い
、
西
苑
の
創
建
は
、
永
楽
帝
の

居
宮
に
始
ま
る
と
し
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
和
韻
が
作
ら
れ
た
の
は
、
西
苑

の
工
事
が
完
成
し
た
嘉
靖
十
年
十
二
月
の
こ
ろ
で
あ
ろ 

。

（　

）
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（　
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以
上
に
挙
げ
た
史
料
か
ら
、
西
苑
は
嘉
靖
帝
は
も
ち
ろ
ん
帝
の
側
近
く
に
仕

え
る
内
閣
大
学
士
や
翰
林
院
の
官
に
よ
っ
て
、
永
楽
帝
の
西
宮
の
所
在
地
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
嘉
靖
年
間
に
入
っ
て
、
西
苑

が
か
つ
て
永
楽
帝
の
臨
御
し
た
宮
殿
で
あ
る
こ
と
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
大
内
乾
清
宮
を
嫌
っ
て
西
苑
に
移
り
住
ん
だ
嘉
靖
帝
の
行

動
を
正
当
化
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
と
は
い
え
、

「
宮 

の
変
」
後
に
西
苑
に
居
を
移
す
以
前
の
嘉
靖
十
年
代
か
ら
こ
う
し
た
指
摘

が
な
さ
れ
て
お
り
、
西
苑
は
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
進
め
ら
れ
た
再
開
発
の
当

初
か
ら
、
永
楽
帝
の
潛
邸
と
し
て
で
は
な
く
西
宮
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

お

わ

り

に

　

小
論
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
西
苑
の
再
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
嘉
靖

年
間
、
西
苑
に
居
を
移
し
た
嘉
靖
帝
や
そ
こ
に
当
直
し
た
内
閣
大
学
士
嚴
嵩
な

ど
に
は
、
西
苑
の
地
は
巡
幸
中
の
永
楽
帝
が
視
朝
所
「
西
宮
」
を
置
い
た
場
所

で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
野
で
著
さ
れ
た
「
野
史
」

の
類
で
は
、永
楽
帝
の
潛
邸
と
い
う
理
解
が
生
ま
れ
、こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
っ

た
。
清
代
に
な
る
と
、
欽
定
の
『
日
下
旧
聞
考
』
に
も
収
め
ら
れ
、
こ
う
し
た

理
解
が
定
着
し 

。

　

た
だ
嘉
靖
年
間
に
限
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
地
が
永
楽
帝
の
潛
邸
で
あ
っ
た
と

い
う
言
及
は
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
万
暦
末
年
に
な
っ
て
、
第
一

節
で
辿
っ
た
よ
う
に
朱
国
禎
を
初
め
と
し
て
西
苑
は
む
し
ろ
燕
王
の
潛
邸
と
す

る
言
説
が
一
般
化
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
に
は
、

大
内
紫
禁
城
が
完
成
す
る
以
前
に
永
楽
帝
に
よ
っ
て
十
五
年
に
西
宮
が
建
設
さ

（　

）
38た

れ
た
と
い
う
事
実
自
体
、
従
来
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
点
は
、
す
で
に
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
明
末
清
初
の
野
史
の
中
に
西
宮
建

設
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
窺
え 

。
野
史
と
は
言

え
な
い
が
、
唯
一
の
例
外
と
言
っ
て
よ
い
の
が
万
暦
『
大
明
会
典
』
で
あ
る
。

同
書
巻
一
八
一
、
工
部
一
、
営
繕
司
清
吏
司
一
、
営
造
一
、
内
府
に
は
、

永
樂
十
五
年
、
西
宮
を
北
京
に
作
る
。
中
に
奉
天
殿
を
爲
り
、
殿
の
側
に

左
右
二
殿
を
爲
る
。
奉
天
殿
の
南
に
奉
天
門
を
爲
り
、
左
右
に
東
西
角
門

を
爲
る
。
奉
天
門
の
南
に
午
門
を
爲
り
、
午
門
の
南
に
承
天
門
を
爲
る
。

奉
天
殿
の
北
に
後
殿
・
涼
殿
・
暖
殿
お
よ
び
仁
壽
・
景
福
・
仁
和
・
萬
春
・

永
壽
・
長
春
等
宮
あ
り
〔
割
註
〕
今
西
城
に
在
り
。
各
殿
門
倶
に
別
名
に

更
む
。

（
永
樂
十
五
年
、
作
西
宮
于
北
京
。
中
爲
奉
天
殿
、
殿
之
側
爲
左
右
二
殿
。

奉
天
殿
之
南
爲
奉
天
門
、
左
右
爲
東
西
角
門
。
奉
天
門
之
南
爲
午
門
、
午
門

之
南
爲
承
天
門
。
奉
天
殿
之
北
有
後
殿
・
涼
殿
・
暖
殿
及
仁
壽
・
景
福
・
仁

和
・
萬
春
・
永
壽
・
長
春
等
宮
〔
割
註
〕
今
在
西
城
。
各
殿
門
倶
更
別
名
。）

と
あ
る
。「
中
爲
奉
天
殿
」
以
下
、「
長
春
等
宮
」
ま
で
の
本
文
は
、
明
ら
か
に

前
掲
し
た
『
太
宗
実
録
』
巻
一
八
七
、
永
楽
十
五
年
四
月
癸
未
の
条
を
踏
襲
し

た
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
西
宮
建
設
の
記
事
が
、
正
徳
『
大
明

会
典
』
巻
一
四
七
、
工
部
一
、
営
造
一
、
内
府
造
作
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い

点
で
あ
る
。
正
徳
四
年
十
二
月
に
完
成
し
た
会
典
の
改
訂
作
業
は
、
嘉
靖
八
年

に
始
ま
り
二
十
八
年
に
一
旦
終
了
し
た
が
、
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
万
暦
四
年

に
内
閣
大
学
士
張
居
正
ら
に
重
修
が
命
じ
ら
れ
、
最
終
的
に
刊
行
さ
れ
る
の
は

十
五
年
二
月
の
こ
と
で
あ 

。
正
徳
会
典
の
改
訂
作
業
が
始
ま
っ
た
時
期
は
、

ま
さ
に
嘉
靖
帝
が
西
苑
の
再
開
発
に
着
手
し
た
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
こ

（　

）
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（　
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の
た
め
、『
太
宗
実
録
』
に
載
せ
る
西
宮
建
設
の
事
実
が
注
目
さ
れ
、
改
訂
さ
れ

た
万
暦
会
典
に
は
新
た
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
在
野
で
は
実
録
を
閲
覧
利
用
す
る
こ
と
は
ま
だ
容
易
で
は

な
か
っ
た
た
め
に
、『
太
宗
実
録
』
に
載
せ
る
永
楽
帝
の
西
宮
建
設
の
事
実
は
十

分
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
西
苑
の
地
が
永
楽
帝
の
即
位
前
の
潛
邸
と
い
う
誤

解
が
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

嘉
靖
年
間
は
、
永
楽
帝
の
廟
号
「
太
宗
」
を
「
成
祖
」
と
変
更
し
た
こ
と
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
永
楽
帝
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ 

。
こ
の
変

更
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
礼
」
問
題
の
中
で
、
嘉
靖
帝
が
実
父
献
皇
帝
に
対
し

「
睿
宗
」
の
廟
号
を
贈
る
措
置
と
と
も
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た

よ
う
な
帝
自
身
の
永
楽
帝
に
対
す
る
特
別
な
尊
崇
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
期
に
は
、
靖
難
の
役
か
ら
す
で
に
百
年
を
経
過
し
、
役

に
対
す
る
あ
る
種
の
タ
ブ
ー
視
が
次
第
に
弛
ん
で
き
た
。
と
く
に
正
徳
年
間
以

来
、
革
除
さ
れ
た
建
文
朝
に
関
す
る
史
料
収
集
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ 

。

嘉
靖
に
入
る
と
、
鄭
曉
・
高
岱
・
陳
建
ら
在
野
の
歴
史
家
に
よ
る
野
史
の
撰
述

が
開
始
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
在
野
で
は
実
録
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
す
べ
て
を
手

に
入
れ
る
機
会
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
歴
朝
の
実
録
に
記
載
さ

れ
た
膨
大
な
史
料
に
裏
付
け
ら
れ
る
「
史
実
」
と
民
間
で
書
き
残
さ
れ
た
「
史

実
」
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
西

苑
は
永
楽
帝
の
西
宮
と
潛
邸
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
理
解
が
流
布
し
、
時
に

混
同
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。
内
藤
湖
南
が
つ
と
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

王
世
貞
や
焦
�
ら
に
よ
っ
て
一
変
さ
れ
た
明
末
の
史
学
が
実
録
に
よ
る
野
史
批

判
と
し
て
着
手
さ
れ 

の
は
、
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（　

）
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註

（
１
）
通
説
の
燕
王
府
が
太
液
池
の
西
側
、
明
清
時
代
の
西
苑
に
置
か
れ
て
い
た
と
す

る
研
究
（
燕
王
府
＝
西
苑
所
在
説
）
と
し
て
、
朱
�
『
元
大
都
宮
殿
図
考
』
原
刊
一

九
三
六
年
、
北
京
古
籍
出
版
社
重
印
、
一
九
九
〇
年
、
同
『
明
清
両
代
宮
苑
建
置
沿

革
図
考
』
原
刊
一
九
四
七
年
、
北
京
古
籍
出
版
社
重
印
、
一
九
九
〇
年
。
中
国
社
会

科
学
院
考
古
研
究
所
編
輯
『
明
清
北
京
城
図
』
地
図
出
版
社
、
一
九
八
六
年
の
附
表

二
「
明
北
京
城
復
原
図
建
置
資
料
表
」。
果
鴻
孝
「
明
初
燕
王
府
址
考
」（
北
京
市
社

会
科
学
院
歴
史
所
編
『
北
京
史
研
究
（
一
）』
一
九
八
六
年
。
姜
舜
源
「
元
明
之
際

北
京
宮
殿
沿
革
考
」『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
一
年
四
期
。
李
燮
平
「
燕
王
府

所
在
地
考
析
」『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
九
年
一
期
な
ど
が
あ
る
。

　
　

他
方
、
太
液
池
の
東
側
、
元
代
の
大
内
宮
城
に
置
か
れ
て
い
た
と
す
る
研
究
（
燕

王
府
＝
大
内
宮
城
所
在
説
）
と
し
て
、
王
璞
子
「
燕
王
府
与
紫
禁
城
」『
故
宮
博
物

院
院
刊
』
一
九
七
九
年
一
期
。
王
剣
英
「
燕
王
府
即
元
故
宮
旧
内
考
」
北
京
史
研
究

会
編
『
北
京
史
論
文
集
』
第
二
集
、
一
九
八
二
年
。
王
剣
英
・
王
紅
「
論
従
元
大
都

到
明
北
京
的
演
変
和
発
展
―
兼
析
有
関
記
載
的
失
実
」『
燕
京
学
報
』（
燕
京
研
究
院
）

新
一
期
、
一
九
九
五
年
が
あ
る
。

（
２
）
燕
王
府
が
、
王
府
宮
城
と
周
垣
の
二
重
構
造
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
明
太

祖
実
録
』
巻
一
二
七
、
洪
武
十
二
年
十
一
月
甲
寅
の
条
に
見
え
る
。「
燕
府
營
造
訖

工
、
繪
圖
以
進
。
其
制
、
社
稷
・
山
川
二
壇
在
王
城
南
之
右
。
王
城
四
門
、
東
曰
體

仁
、
西
曰
遵
義
、
南
曰
端
禮
、
北
曰
廣
智
。
門
樓
・
廊
廡
二
百
七
十
二
間
。
中
曰
承

運
殿
、
十
一
間
、
後
爲
圓
殿
、
次
曰
存
心
殿
、
各
九
間
。
承
運
殿
之
兩
廡
爲
左
右
二

殿
。
自
存
心
・
承
運
周
迴
兩
廡
至
承
運
門
、
爲
屋
一
百
三
十
八
間
。
殿
之
後
爲
前
・

中
・
後
三
宮
、
各
九
間
、
宮
門
兩
廂
等
室
九
十
九
間
。
王
城
之
外
、
周
垣
四
門
、
其

南
曰
靈
星
、
餘
三
門
同
王
城
門
名
。
周
垣
之
内
、
堂
庫
等
室
一
百
三
十
八
間
。
凡
爲

宮
殿
室
屋
八
百
一
十
一
間
。」

　
　

西
安
の
秦
王
府
も
、
同
様
に
周
囲
約
二
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
磚
城
と
周
囲
九
里

三
分
約
五
キ
ロ
の
蕭
牆
の
二
重
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
は
、前
稿
一
〇
二
頁
の
註（　

）
71

で
指
摘
し
た
（
図　

燕
王
府
と
秦
王
府 

参
照
）。
嘉
靖
『
陝
西
通
志
』
巻
五
、
土
地

三
、
封
建
、
皇
明
藩
封
・
宮
殿
、「
蕭
牆
、
周
九
里
三
分
。
磚
城
、
在
靈
星
門
内
正

北
、
周
五
里
、
城
下
有
濠
、
引
龍
首
渠
水
入
。」
そ
も
そ
も
、
明
清
の
西
安
城
は
周
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囲
約
一
三
・
八
キ
ロ
で
あ
っ
た
か
ら
、
秦
王
府
だ
け
で
城
内
の
約
八
分
の
一
の
面
積

を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
、
史
念
海
主
編
『
西
安
歴
史
地
図
集
』
西
安

地
図
版
社
、
一
九
九
六
年
の
「
明
代
西
安
府
城
図
（
嘉
靖
二
十
一
年
）」
は
、
こ
う

し
た
二
重
構
造
が
図
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
再
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
順
治
十
五
年
（
一
六
五
八
）
の
谷
応
泰
の
序
を
有
す
る
『
明
史
紀
事
本
末
』
巻

一
六
、
燕
王
起
兵
に
も
、「（
洪
武
）
十
一
年
冬
十
二
月
、
定
諸
王
宮
城
制
式
。
太
祖

曰
、
除
燕
王
宮
殿
仍
元
舊
、
諸
王
府
營
造
、
不
得
引
以
爲
式
。」
と
同
様
な
記
述
が

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
『
鴻
猷
録
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
瓦
の
色
は
、
黄
色
か
ら
青
色
に
変
え
ら
れ
た
。『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
〇
三
、
洪

武
九
年
正
月
己
未
の
条
、
正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
一
四
七
、
工
部
一
、
親
王
府
制
、

事
例
。

（
５
）『
祖
訓
録
』
營
繕
、「
凡
諸
王
宮
室
、
並
依
已
定
格
式
起
蓋
、
不
許
犯
分
。
燕
因

元
之
舊
有
。」
洪
武
二
十
八
年
に
重
訂
改
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
皇
明
祖
訓
』
も
、

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、『
祖
訓
録
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

（
６
）
朱
国
禎
は
、
湖
州
府
烏
程
の
人
。
万
暦
十
七
年
の
進
士
で
、
国
子
監
祭
酒
に
累

官
し
た
が
、病
を
理
由
に
郷
里
に
戻
り
、万
暦
年
間
の
あ
い
だ
は
出
仕
し
な
か
っ
た
。

『
明
史
』
巻
二
四
〇
、
朱
国
禎
伝
。『
湧
幢
小
品
』
の
跋
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
の
万

暦
三
十
七
年
か
ら
天
啓
元
年
の
間
に
執
筆
し
た
と
あ
る
。

（
７
）
慶
寿
寺
は
、
そ
の
西
南
隅
に
あ
る
双
塔
に
因
ん
で
双
塔
寺
と
も
呼
ば
れ
た
。
西

側
の
九
層
塔
に
は
、
元
代
「
佑
聖
国
師
」
に
封
じ
ら
れ
た
海
雲
和
尚
が
葬
ら
れ
て
い

た
。
明
代
正
統
年
間
、
太
監
王
振
に
よ
り
改
修
さ
れ
て
大
興
隆
寺
と
名
を
改
め
、
京

師
「
第
一
叢
林
」
と
号
し
た
。
嘉
靖
十
四
年
に
火
災
で
焼
失
し
、
射
所
（
の
ち
の
演

象
所
）
に
改
め
ら
れ
た
。
双
塔
は
、
西
長
安
街
の
拡
張
工
事
に
よ
り
、
一
九
五
四
〜

五
年
に
か
け
て
取
り
壊
さ
れ
た
。『
明
英
宗
実
録
』
巻
一
六
三
、
正
統
十
三
年
二
月

己
未
の
条
。
蘇
天
鈞
「
燕
京
双
塔
寺
慶
寿
寺
与
海
雲
和
尚
」『
北
京
史
研
究
（
一
）』

一
九
八
六
年
。

（
８
）
孫
承
澤
に
つ
い
て
は
、『
碑
伝
集
』
巻
一
〇
、
王
崇
簡
「
光
禄
大
夫
太
子
太
保
都

察
院
右
都
御
史
吏
部
左
侍
郎
孫
公
承
澤
行
状
」
参
照
。

（
９
）
同
じ
く
孫
承
澤
の
康
煕
十
年
刊
『
天
府
広
記
』
巻
五
、
宮
殿
に
も
、
同
様
な
記

事
を
附
載
し
て
い
る
が
、
元
の
旧
宮
殿
の
拆
燬
を
洪
武
元
年
で
は
な
く
二
十
二
年
に

繋
げ
て
い
る
。「
附
載
、
燕
王
舊
宮
（
中
略
）、
至
二
十
二
年
封
太
宗
爲
燕
王
、
命
工

部
於
元
皇
城
舊
基
建
府
、
拆
舊
宮
殿
爲
之
。」

(  　

）『
明
太
祖
実
録
』
巻
三
四
、
洪
武
元
年
八
月
癸
巳
、「
大
將
軍
徐
達
遣
指
揮
張
煥

10
計
度
故
元
皇
城
、
周
圍
一
千
二
十
六
丈
。」

)

（　
 
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
二
七
、
洪
武
十
二
年
十
一
月
甲
寅
、「
燕
府
營
造
訖
工
、

11繪
圖
以
進
。
其
制
、〔
社
稷
〕
山
川
二
壇
在
王
城
南
之
右
。
王
城
四
門
、
東
曰
體
仁
、

西
曰
遵
義
、
南
曰
端
禮
、
北
曰
廣
智
。
門
樓
・
廊
廡
二
百
七
十
二
間
。
中
曰
承
運
殿
、

十
一
間
、
後
爲
圓
殿
、
次
曰
存
心
殿
、
各
九
間
。
承
運
殿
之
兩
廡
爲
左
右
二
殿
。
自

〔
存
心
・
承
運
周
迴
兩
廡
至
承
運
門
爲
屋
一
百
三
十
〕
八
間
。
殿
之
後
〔
爲
〕
前
・

中
・
後
三
宮
、
各
九
間
、
宮
門
兩
廂
等
室
九
十
九
間
。
王
城
之
外
、
周
垣
四
門
、
其

南
曰
靈
星
、
餘
三
門
同
王
城
門
名
。
周
垣
之
内
、
堂
庫
等
室
一
百
三
十
八
間
。
凡
爲

宮
殿
室
屋
八
百
一
十
一
間
。」

（　

）
間
野
潛
龍
『
明
代
文
化
史
研
究
』
第
一
章
第
五
節
「
明
実
録
の
伝
承
」
同
朋
舎
、

12一
九
七
九
年
。
実
録
副
本
の
作
成
が
始
ま
っ
た
嘉
靖
十
三
年
以
降
、
そ
の
抄
録
の
一

部
が
宮
中
外
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

（　

）
王
剣
英
「
蕭
洵
《
故
宮
遺
録
》
考
辨
」『
北
京
史
研
究
（
一
）』
一
九
八
六
年
。

13お
よ
び
単
士
元
「
元
宮
毀
于
何
時
？
」『
故
宮
札
記
』
紫
禁
城
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

（　

）
前
稿
八
八
〜
九
四
頁
。

14
（　

）
こ
の
点
は
、
す
で
に
王
璞
子
や
王
剣
英
も
指
摘
し
て
い
る
。
註
（
１
）
前
掲
の

15王
璞
子
「
燕
王
府
与
紫
禁
城
」
七
三
頁
、
お
よ
び
王
剣
英
「
燕
王
府
即
元
故
宮
旧
内

考
」
一
八
六
頁
。

（　

）
た
だ
し
『
日
下
旧
聞
』
の
朱
彝
尊
の
自
序
（
康
煕
二
十
七
年
）
で
は
、「
若
夫
元

16之
宮
闕
、
以
地
度
之
、
當
在
今
安
定
門
北
。
明
初
即
南
城
故
宮
、
以
建
燕
邸
、
而
非

因
大
都
之
舊
。
蓋
宮
室
城
市
、基
凡
數
易
。
至
琳
宮
梵
舎
之
建
置
、沿
其
舊
者
十
一
、

更
額
者
十
九
。
故
老
淪
亡
、
遺
書
散
佚
、
歴
年
愈
久
、
陳
跡
愈
不
可
得
而
尋
矣
。」

と
述
べ
て
、
燕
王
府
が
金
以
来
の
中
都
城
（
南
城
）
の
故
宮
に
置
か
れ
て
い
た
と
す

る
の
は
、
元
の
大
内
宮
城
が
安
定
門
北
側
に
位
置
し
た
と
い
う
指
摘
と
と
も
に
理

解
し
が
た
い
。
な
お
、
金
の
中
都
城
が
大
都
城
建
設
後
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

渡
辺
健
哉
「
元
の
大
都
南
城
に
つ
い
て
」『
集
刊
東
洋
学
』
八
二
号
、
一
九
九
九
年

に
詳
し
い
。
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（　

）
乾
隆
六
十
年
の
小
引
を
有
す
る
趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
巻
二
七
、
明
南
北
営
建

17に
は
、「（
帝
京
）
景
物
略
亦
謂
、
燕
邸
因
元
故
宮
、
即
今
之
西
苑
、
開
朝
門
於
前
。

永
樂
登
極
後
、
即
故
宮
受
朝
。
至
十
五
年
改
建
皇
城
於
東
、
去
舊
宮
里
許
。
悉
如
金

陵
之
制
云
云
。
是
宮
殿
亦
別
建
也
。」
と
あ
り
、
劉 

『
帝
京
景
物
略
』
か
ら
の
引

用
と
し
て
い
る
が
、
王
樹
民
『
廿
二
史
箚
記
校
證
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
が
す

で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
見
え
な
い
。
お
そ
ら
く
孫
承
澤
の
『
春
明
夢
餘

録
』
ま
た
は
『
天
府
広
記
』
な
ど
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（　

）
註
（
１
）
前
掲
の
王
璞
子
論
文
や
王
剣
英
論
文
。
因
み
に
、
第
一
次
・
第
二
次

18巡
幸
中
の
帝
の
滞
在
場
所
と
し
て
、
王
璞
子
や
王
剣
英
お
よ
び
姜
舜
源
「
元
明
之
際

北
京
宮
殿
沿
革
考
」『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
三
年
四
期
で
は
、
太
液
池
の
東

側
で
あ
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
、
李
燮
平
「
燕
王
府
所
在
地
考
析
」『
故
宮
博
物
院

院
刊
』
一
九
九
九
年
一
期
は
、
太
液
池
西
側
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

)

（　
 
『
明
太
祖
実
録
』
巻
一
一
五
、
洪
武
十
年
十
月
、「
是
月
改
作
大
内
宮
殿
成
。
闕

19門
曰
午
門
、
翼
以
兩
觀
、
中
三
門
東
西
爲
左
右
掖
門
。
午
門
内
曰
奉
天
門
、
門
之
左

右
爲
東
西
角
門
。
内
正
殿
曰
奉
天
殿
、
上
御
之
以
受
朝
賀
。
殿
之
左
右
有
門
、
左
曰

中
左
門
、
右
曰
中
右
門
、
兩
廡
之
間
、
左
曰
文
樓
、
右
曰
武
樓
。
奉
天
殿
之
後
曰
華

蓋
殿
、
華
蓋
殿
之
後
曰
謹
身
殿
、
殿
後
則
後
宮
之
正
門
也
。
奉
天
門
外
兩
廡
之
間
、

左
曰
左
順
門
、
右
曰
右
順
門
、
左
順
門
之
外
爲
東
華
門
、
内
有
殿
曰
文
華
殿
、
東
宮

視
事
之
所
也
。
右
順
門
之
外
爲
西
華
門
、
内
有
殿
曰
武
英
殿
、
上
齋
戒
時
所
居
也
。」

（　

）こ
こ
で
、宣
徳
か
ら
正
徳
年
間
ま
で
の
西
苑
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
宣
徳
元
年（
一

20四
二
六
）
九
月
、
漢
王
高
煦
は
家
族
と
と
も
に
、
西
安
門
内
に
新
た
に
築
か
れ
た
館

に
幽
閉
さ
れ
た
（『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
二
七
、
高
煦
之
叛
）。
八
年
四
月
に
は
、
内

閣
大
学
士
楊
士
奇
ら
十
五
名
が
西
苑
の
巡
遊
を
許
さ
れ
た
。
宦
官
に
案
内
さ
れ
て
西

安
門
か
ら
入
り
、
輿
馬
に
乗
り
太
液
池
に
至
り
、
そ
の
東
側
を
巡
り
、
新
築
の
圓
殿

と
改
築
さ
れ
た
清
暑
殿
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
が
、
西
側
南
部
に
は
至
っ
て
い
な
い

（
楊
士
奇
『
東
里
続
集
』
巻
一
五
、「
賜
遊
西
苑
詩
序
」）。
土
木
の
変
後
、
い
わ
ゆ
る

「
北
狩
」
か
ら
戻
っ
た
英
宗
正
統
帝
が
幽
閉
さ
れ
た
の
は
、
西
宮
で
は
な
く
南
宮

（
現
在
の
南
池
子
）
で
あ
っ
た
（『
明
英
宗
実
録
』
巻
一
九
五
、
景
泰
元
年
八
月
丙

戌
）。
奪
門
の
変
後
の
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
二
月
に
は
、
景
泰
帝
が
帝
位
を
廃

さ
れ
て 

王
に
も
ど
り
西
宮
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
月
の
う
ち
に

亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に
幽
閉
さ
れ
た
の
は
二
十
日
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
（
高

岱
『
鴻
猷
録
』
巻
一
〇
、
南
内
復
辟
）。

　
　

一
方
、
復
辟
し
た
天
順
帝
は
、
西
苑
内
に
新
た
に
凝
和
殿
（
太
液
池
東
側
）・
迎

翠
殿
（
同
西
側
）・
太
素
殿
（
同
西
側
西
南
）
の
三
殿
を
新
築
し
た
（『
明
英
宗
実

録
』
巻
三
一
九
、
天
順
四
年
九
月
丁
丑
）。
こ
れ
に
先
立
ち
天
順
三
年
四
月
、
翰
林

官
楊
鼎
ら
は
、
侍
郎
・
僉
都
御
史
ら
若
干
名
と
新
築
中
の
西
苑
に
遊
ぶ
こ
と
を
許
さ

れ
た
。
そ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
西
華
門
を
へ
て
西
苑
門
よ
り
苑
内
に
入
り
、
太
液
池

の
東
側
の
圓
殿
や
万
歳
山
、
南
台
行
殿
と
西
側
北
部
の
牲
口
房
の
虎
城
や
賽
瀛
洲
の

あ
た
り
を
巡
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
も
西
側
南
部
に
ま
で
達
し
て
い
な
い
（
葉
盛

『
水
東
日
記
』
巻
四
〇
、「
楊
鼎
自
述
栄
遇
数
事
」）。
ま
た
同
じ
時
期
に
李
賢
や
韓
雍

も
、
そ
れ
ぞ
れ
西
苑
に
遊
ん
で
い
る
（
李
賢
『
古
穣
集
』
巻
五
、「
賜
遊
西
苑
記
」、

韓
雍
『
襄
毅
文
集
』
巻
九
、「
賜
遊
西
苑
記
」）。
ま
た
成
化
帝
の
廃
后
呉
氏
は
、
天

順
八
年
よ
り
正
徳
四
年
ま
で
西
宮
に
幽
閉
さ
れ
た
が
、
こ
の
間
に
西
宮
で
紀
氏
が
生

ん
だ
朱
祐 

（
の
ち
の
弘
治
帝
）
の
養
育
を
手
伝
っ
て
い
る
（『
明
史
』
巻
一
一
三
、

后
妃
列
伝
、
憲
宗
廃
后
呉
氏
伝
お
よ
び
孝
穆
紀
太
后
伝
）。
正
徳
年
間
に
は
、
正
徳

帝
が
悪
名
高
い
豹
房
を
整
備
し
て
滞
在
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
牲
口
房
の
置

か
れ
て
い
た
太
液
池
西
側
の
北
部
で
あ
る
。

（　

）
た
だ
し
、
現
行
の
『
万
暦
野
獲
編
』
三
〇
巻
本
は
、
清
代
康
煕
年
間
に
銭
枋
が

21初
編
二
〇
巻
本
（
万
暦
三
十
四
年
の
序
あ
り
）
と
続
編
一
二
巻
本
（
万
暦
四
十
七
年
小

引
あ
り
）
を
三
〇
巻
本
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
銭
枋
「
野
獲
編
分
類
小
編
」
参
照
。

（　

）
な
お
、
西
苑
の
仁
寿
宮
は
、
嘉
靖
年
間
に
帝
の
皇
伯
母
昭
皇
太
后
張
氏
（
孝
宗

22の
皇
后
）
の
居
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
奉
先
殿
東
側
の
仁
寿
宮
と
は
異
な
る
の

で
、
注
意
を
要
す
る
。
奉
先
殿
東
側
の
仁
寿
宮
は
、
嘉
靖
四
年
三
月
の
火
災
で
焼
失

し
た
も
の
の
、
再
建
工
事
が
す
ぐ
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
帝
が
生
母
蒋
氏
の
清

寧
宮
の
工
事
を
優
先
し
て
、皇
伯
母
張
氏（
孝
宗
の
皇
后
）の
居
所
を
重
視
し
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
仁
寿
宮
と
清
寧
宮
が
十
五
年
に
再
建
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
旧

名
の
慈
慶
宮
と
慈
寧
宮
に
復
し
た
。『
明
世
宗
実
録
』
巻
四
九
、
嘉
靖
四
年
三
月
壬

辰
、
巻
五
四
、
四
年
八
月
戊
子
朔
、
巻
八
一
、
六
年
十
月
戊
午
、
巻
一
三
〇
、
十
年

九
月
乙
丑
の
条
。
万
暦
『
大
明
会
典
』
巻
一
八
一
、
工
部
一
、
営
造
一
、
内
府
。

（　

）『
明
世
宗
実
録
』
巻
二
六
七
、
嘉
靖
二
十
一
年
十
月
丁
酉
の
条
。
卜
鍵
『
嘉
靖
皇

23
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帝
伝
』
団
結
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
林
延
清
『
嘉
靖
皇
帝
大
伝
』
遼
寧
教
育
出
版

社
、
一
九
九
三
年
。

)

（　
 
『
明
穆
宗
実
録
』
巻
五
六
五
、
嘉
靖
四
十
五
年
十
二
月
庚
子
の
条
。

24
（　

）『
明
穆
宗
実
録
』
巻
三
、
隆
慶
元
年
正
月
戊
寅
の
条
。

25
（　

）
李
黙
が
西
苑
に
遊
ん
だ
時
期
を
、
嘉
靖
十
年
と
判
断
し
た
の
は
、
李
黙
は
兵
部

26尚
書
王
憲
と
朝
廷
の
公
宴
で
口
論
し
、
嘉
靖
十
一
年
五
月
に
外
任
に
調
さ
れ
た
こ
と

（『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
三
八
、
嘉
靖
十
一
年
五
月
戊
申
朔
）、
ま
た
「
西
内
前
記
」
に

「
前
�
事
霍
韜
丕
議
也
」
と
あ
り
、
霍
韜
が
「
母
喪
」
で
位
を
去
っ
た
の
が
嘉
靖
九
年

七
月
で
あ
る
こ
と
（
同
書
巻
一
一
二
、
嘉
靖
八
年
三
月
丁
亥
、
巻
一
四
三
、
嘉
靖
十

一
年
十
月
甲
申
）、
さ
ら
に
、
李
黙
に
西
内
の
た
ぐ
い
稀
な
景
勝
に
つ
い
て
語
っ
た
程

文
徳
（
字
、
舜
敷
）
が
翰
林
院
編
修
の
官
に
あ
っ
た
の
は
、
嘉
靖
八
年
三
月
か
ら
十
一

年
十
月
に
か
け
て
の
三
年
間
で
あ
っ
た
こ
と
（『
国
朝
献
徴
録
』
巻
一
八
、
羅
洪
先
「
程

君
文
徳
墓
誌
銘
」、『
明
世
宗
実
録
』
巻
九
九
、
嘉
靖
八
年
三
月
乙
丑
）
な
ど
に
よ
る
。

（　

）
西
苑
内
の
親
蚕
壇
殿
（
先
蚕
壇
）
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
小
島
毅
「
嘉
靖
の
礼

27制
改
革
に
つ
い
て
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』一
〇
七
冊
、一
九
九
二
年
が
詳
し
い
。

（　

）
前
掲
の
李
黙
「
西
内
前
記
」、「
正
南
爲
門
者
三
、
題
曰
、
仁
壽
宮
門
。
門
外
西

28南
數
十
歩
、
築
神
祇
壇
、
方
可
十
歩
。
蓋
倣
周
禮
王
社
爲
之
、
從
新
制
也
。
直
東
爲

帝
社
坊
。
凡
駕
臨
享
、特
駐
此
坊
。
東
北
爲
無
逸
殿
。
殿
南
爲 

風
亭
、蓋
望
見
焉
。

還
訪
繕
部
甘
子
公
望
于
直
廬
。
邀
予
輩
復
自
宮
故
道
而
出
、
指
謂
予
曰
、
此
文
皇
帝

潛
邸
也
。
啓
珍
羞
宮
、
所
藏
上
御
書
・
亭
殿
題
額
、
聳
觀
久
之
。
趨
至
無
逸
、
恭
觀

睿
皇
帝
農
家
忙
近
體
、
上
爲
序
述
甚
備
。
上
又
著 

風
圖
記
、
並
掲
亭
中
、
遂
歩
出

宮
之
東
門
、
南
行
、
西
望
黍
菽
盈
疇
。」

（　

）『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
二
八
、
嘉
靖
十
年
七
月
乙
亥
、
巻
三
二
六
、
嘉
靖
二
十
六

29年
八
月
庚
辰
の
条
。

（　

）『
元
史
』
巻
一
一
五
、
裕
宗
伝
。

30
（　

）
註
（
１
）
前
掲
の
王
璞
子
論
文
七
三
頁
。

31
（　

）「
御
」
一
字
を
臨
御
と
解
し
た
の
は
、『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
三
〇
、
嘉
靖
十
年

32九
月
乙
丑
に
は
、「
西
苑
爲
文
祖
臨
御
之
地
」
と
あ
る
の
に
基
づ
い
て
い
る
。

（　

）『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
一
一
、
嘉
靖
九
年
三
月
辛
丑
の
条
に
、「
上
復
諭
（
張
）

33 

曰
、
我
太
祖
高
皇
帝
肇
基
受
命
、
配
天
地
允
當
。
我
太
宗
文
皇
帝
繼
靖
内
難
、
功

亦
甚
大
。
豈
不
可
配
天
地
。
實
我
太
祖
爲
立
極
創
建
之
君
耳
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

嘉
靖
帝
も
永
楽
帝
の
功
績
を
太
祖
洪
武
帝
と
同
等
と
見
て
い
た
。
そ
の
後
も
、
永
楽

帝
へ
の
尊
崇
は
深
ま
り
、
永
楽
帝
の
廟
号
を
成
祖
と
改
め
る
の
は
、
嘉
靖
十
七
年
九

月
の
こ
と
で
あ
る
。『
明
世
宗
実
録
』
巻
二
一
六
、
嘉
靖
十
七
年
九
月
辛
未
朔
の
条
。

（　

）
最
初
の
宮
殿
と
あ
る
が
、
註
（　

）
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
厳
密
に
言
え
ば
、

34

18

永
楽
帝
が
北
京
巡
幸
当
初
に
滞
在
し
た
の
は
旧
燕
王
府
宮
城
の
あ
っ
た
元
の
大
内

宮
城
で
あ
り
、
西
苑
で
は
な
い
。

（　

）『
明
史
』
巻
三
〇
八
、
奸
臣
列
伝
、
嚴
嵩
伝
。

35
（　

）『
明
世
宗
実
録
』
巻
九
九
、
嘉
靖
八
年
三
月
乙
丑
の
条
。『
国
朝
献
徴
録
』
巻
一

36八
、羅
洪
先
撰「
吏
部
左
侍
郎
兼
翰
林
院
学
士
掌
�
事
府
事
松
溪
程
君
文
徳
墓
誌
銘
」。

（　

）『
明
世
宗
実
録
』
巻
一
三
三
、
嘉
靖
十
年
十
二
月
辛
卯
の
条
。

37
（　

）
附
言
す
れ
ば
、
乾
隆
五
十
三
年
刊
の
呉
長
元
『
宸
垣
識
略
』
巻
四
、
皇
城
二
に

38は
、「
萬
壽
宮
者
、
文
皇
帝
舊
宮
。」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
西
苑
に
つ
い
て
、

「
西
苑
在
西
華
門
西
。
創
自
金
而
元
明
遞
加
増
飾
。
金
時
祇
爲
離
宮
。
元
建
大
内
於

太
液
池
左
、
隆
福
・
興
聖
等
宮
於
太
液
池
右
。
明
大
内
徙
而
之
東
、
則
元
故
宮
盡
爲

西
苑
地
。
舊
占
皇
城
西
偏
之
八
、
今
祇
十
之
三
四
、
門
榜
曰
西
苑
。」
と
述
べ
、
金

元
以
来
の
変
遷
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
燕
王
府
に
つ
い
て
の
論
及
は

見
ら
れ
ず
、
例
言
に
欽
定
『
日
下
旧
聞
考
』
や
朱
氏
『
日
下
旧
聞
』
に
依
拠
し
て
編

輯
し
た
と
い
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
苑
所
在
説
に
立
っ
て
い
な
い
。

（　

）
実
録
乃
至
そ
の
抄
録
も
用
い
て
編
集
し
た
と
推
定
さ
れ
る
陳
建
の
『
皇
明
資
治

39通
紀
』
巻
六
、
成
祖
文
皇
帝
紀
に
も
、
永
楽
帝
の
西
宮
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。

（　

）
万
暦
『
大
明
会
典
』
皇
帝
敕
諭
（
嘉
靖
八
年
四
月
初
六
日
）、『
万
暦
野
獲
編
』

40巻
一
、
列
朝
、「
重
修
会
典
」。

（　

）『
明
世
宗
実
録
』
巻
二
一
六
、
嘉
靖
十
七
年
九
月
辛
未
朔
。
萩
原
淳
平

41「
明
朝
の
政
治
体
制
」『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
一
、
一
九
六
七
年
。

（　

）
牛
建
強
「
明
代
中
後
期
建
文
朝
史
籍
纂
修
考
述
」『
史
学
史
研
究
』
一
九
九
六
年

42二
期
。

（　

）
内
藤
虎
次
郎
『
支
那
史
学
史
』
一
一　

明
代
の
史
学
、
弘
文
堂
、
一
九
四
九
年
、

43の
ち
に
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
に
収
録
。
李
小

林
『
万
暦
官
修
本
正
史
研
究
』
南
開
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。
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